
 

 

「週休２⽇等⼯事試⾏試⾏要領 第Ⅰ編〜第Ⅱ編（⼟⽊⼯事、港湾漁港⼯事編）」の運⽤ 新旧対照表 

改正内容 新（改正後） 旧（現⾏） 

６ ⼯事成
績評定につ
いて（試⾏要
領 9 関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ ⼯事成績評定について（試⾏要領 9 関係） 
（１）発注者は、受注者が４週８休以上の休⽇を確保できた場合、様式４号の第１評定の５． 創意⼯夫」「その他」の項⽬

で加点評価を⾏う。 
（２）発注者指定型において、受注者の責により４週８休以上の休⽇を確保できなかった場合、     第 1 評定の「２．施

⼯状況」「Ⅱ⼯程管理」において「ｄ判定」とし、第 2 評定の「２．施⼯状況」「Ⅱ⼯程管理」において「３の項⽬を評
価しない（×とする）」とする。（減点評価）      

なお、事業⽤地の取得・⽀障物件の移転・他機関協議の遅れや、⼤規模災害の発⽣等、週休２⽇未達成の原因が受注
者の責によらない場合は減点を⾏わない。 

（３）令和９年 3 ⽉までに起⼯する⼯事の減点措置は⾏わない。 

６ ⼯事成績評定について（試⾏要領 9 関係） 
（１）発注者は、受注者が４週８休以上の休⽇を確保できた場合、様式４号の第１評定の５． 創意⼯夫」「その他」の項⽬

で加点評価を⾏う。 
（２）発注者指定型において、受注者の責により４週８休以上の休⽇を確保できなかった場合、     第 1 評定の「２．施

⼯状況」「Ⅱ⼯程管理」において「ｄ判定」とし、第 2 評定の「２．施⼯状況」「Ⅱ⼯程管理」において「３の項⽬を評
価しない（×とする）」とする。（減点評価）      

なお、事業⽤地の取得・⽀障物件の移転・他機関協議の遅れや、⼤規模災害の発⽣等、週休２⽇未達成の原因が受注
者の責によらない場合は減点を⾏わない。 

（３）令和８年３⽉までに起⼯する⼯事の減点措置は⾏わない。 

７ 附則   
附則  
この運⽤は、令和６年４⽉１⽇以降に起⼯する⼯事から適⽤する。 
 
附則 
この運⽤は、令和６年５⽉２５⽇以降に起⼯する⼯事から適⽤する。 
 
附則 
この運⽤は、令和６年 12 ⽉ 17 ⽇以降に起⼯する⼯事から適⽤する。 
 
附則 
この運⽤は、令和７年１⽉２０⽇以降に起⼯する⼯事から適⽤する。 
 
附則 
この運⽤は、令和７年１0 ⽉ 1 ⽇以降に起⼯する⼯事から適⽤する。 
 
附則 
この運⽤は、令和８年４⽉ 1 ⽇以降に起⼯する⼯事から適⽤する。 
 

 
附則 
この運⽤は、令和６年４⽉１⽇以降に起⼯する⼯事から適⽤する。 

 
附則 
この運⽤は、令和６年５⽉２５⽇以降に起⼯する⼯事から適⽤する。 
 
附則 
この運⽤は、令和６年 12 ⽉ 17 ⽇以降に起⼯する⼯事から適⽤する。 

 
附則 
この運⽤は、令和７年１⽉２０⽇以降に起⼯する⼯事から適⽤する。 
 
附則 
この運⽤は、令和７年１0 ⽉ 1 ⽇以降に起⼯する⼯事から適⽤する。 

 
    
                                 


